
1

○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法

第
十
一
条

［
同
上
］

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と

し
、
法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
と
す
る
。

一

投
資
法
人
債
券
、
外
国
投
資
証
券
（
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
も
の
に
限

一

［
同
上
］

る
。
以
下
「
外
国
投
資
法
人
債
券
」
と
い
う
。
）
又
は
資
産
流
動
化
証
券
（

法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券
（
以
下
「
特
定
優
先
出

資
証
券
」
と
い
う
。
）
、
新
優
先
出
資
引
受
権
証
券
及
び
外
国
資
産
流
動
化

証
券
の
う
ち
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決

定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］
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チ

投
資
法
人
債
管
理
者
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百

チ

投
資
法
人
債
管
理
者
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
の
八
に
規
定
す
る
投
資
法
人
債
管
理
者
を
い
い
、
投
資
法
人
債

三
十
九
条
の
八
に
規
定
す
る
投
資
法
人
債
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

管
理
補
助
者
（
同
法
第
百
三
十
九
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資

）
若
し
く
は
投
資
法
人
債
（
同
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
投
資
法

法
人
債
管
理
補
助
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

人
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
会
社
、
社
債
管
理
者
若
し
く
は
社

若
し
く
は
投
資
法
人
債
（
同
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人

債
の
管
理
会
社
、
特
定
社
債
管
理
者
（
資
産
流
動
化
法
第
百
二
十
六
条
に

債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
会
社
、
社
債
管
理
者
（
社
債
管
理
補

規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
社

助
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
社
債
の
管
理
会
社
、
特
定
社
債

債
（
資
産
流
動
化
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
社
債
を
い
う
。
以

管
理
者
（
資
産
流
動
化
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
者

下
同
じ
。
）
の
管
理
会
社
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
管
理
会
社
（
以
下
こ
の

を
い
い
、
特
定
社
債
管
理
補
助
者
（
資
産
流
動
化
法
第
百
二
十
七
条
の
二

条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
投
資
法
人
債
管
理
者
等

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
社
債
管
理
補
助
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
住
所

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
社
債
（
資
産
流
動
化
法
第
二
条
第

七
項
に
規
定
す
る
特
定
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
会
社
又
は

こ
れ
ら
に
類
す
る
管
理
会
社
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
第

一
号
に
お
い
て
「
投
資
法
人
債
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
（
投
資

法
人
債
管
理
補
助
者
、
社
債
管
理
補
助
者
又
は
特
定
社
債
管
理
補
助
者
に

あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
）
及
び
そ
の
住
所

リ

［
略
］

リ

［
同
上
］

［
一
の
二
～
一
の
四

略
］

［
一
の
二
～
一
の
四

同
上
］

一
の
五

新
優
先
出
資
引
受
権
付
特
定
社
債
券
等
に
つ
き
、
当
該
新
優
先
出
資

一
の
五

［
同
上
］

引
受
権
付
特
定
社
債
券
等
に
付
与
さ
れ
た
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

新
優
先
出
資
引
受
権
等
」
と
い
う
。
）
の
行
使
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
特
定
優

先
出
資
証
券
等
（
特
定
優
先
出
資
証
券
又
は
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲

げ
る
株
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
有
価
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証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
特
定
優
先
出
資
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ヌ

略
］

［
イ
～
ヌ

同
上
］

ル

投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
名
称
（
投
資
法
人
債
管
理
補
助
者
、
社
債
管

ル

投
資
法
人
債
管
理
者
等
の
名
称
及
び
そ
の
住
所

理
補
助
者
又
は
特
定
社
債
管
理
補
助
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
）

及
び
そ
の
住
所

ヲ

［
略
］

ヲ

［
同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
目
論
見
書
の
作
成
を
要
し
な
い
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
募
集
に
係
る
日
刊

（
目
論
見
書
の
作
成
を
要
し
な
い
新
投
資
口
予
約
権
証
券
の
募
集
に
係
る
日
刊

新
聞
紙
掲
載
事
項
）

新
聞
紙
掲
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二

第
十
四
条
の
二

［
同
上
］

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

令
第
十
四
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆

二

前
号
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る

の
縦
覧
に
供
さ
れ
る
前
号
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

電
子
開
示
手
続
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
四
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス

ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の

ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
の
提
出
に
よ
り
当
該
手
続
を
行
っ
た
場
合
を
含

機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

む
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
し
た
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る

る
も
の

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
う
ち
当
該
電
子
開
示
手
続
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
た
事
項
と
同
一
の
事
項
の
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
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こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の

三

［
略
］

三

［
同
上
］
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第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券に係る投資法人の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券の形態及び金額】⑶                            

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券に係る投資法人の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券の形態及び金額】⑶                            

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～(13－６) 略］ 

（記載上の注意） 

 ［⑴～(13－６) 同左］ 

⒁ 投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社 

ａ 投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社（以下この様式において「投資法人債管理者等」と

いう。）の名称及び住所並びに委託の条件（投資法人債管理者等に支払う手数料等）を記載するこ

と。また、投資法人債管理補助者を設置する場合には、投資法人債管理補助者の氏名又は名称、住

所及び投資法人債管理補助者である旨並びに委託の条件を記載すること。 

［ｂ・ｃ 略］ 

⒁ 投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社 

ａ 投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社（以下この様式において「投資法人債管理者等」と

いう。）の名称及び住所並びに委託の条件（投資法人債管理者等に支払う手数料等）を記載するこ

と。 

 

［ｂ・ｃ 同左］ 

［⒂～(77) 略］ ［⒂～(77) 同左］ 

  

第四号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑶                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】⑷                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券に係る外国投資法人の名称】                        

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

第四号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑶                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】⑷                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券に係る外国投資法人の名称】                        

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 
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券の形態及び金額】⑸                            

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

券の形態及び金額】⑸                            

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部【証券情報】 

第１ ［略］ 

第一部【証券情報】 

第１ ［同左］ 

第２【外国新投資口予約権証券】 

⑴ ［略］ 

⑵【外国新投資口予約権証券の形態等】⑹ 

［⑶～⒄ 略］ 

第２【外国新投資口予約権証券】 

⑴ ［同左］ 

⑵【外国投資口予約権証券の形態等】⑹ 

［⑶～⒄ 同左］ 

［第３・第４ 略］ ［第３・第４ 同左］ 

［第二部～第四部 略］ ［第二部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒂ 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⒂ 同左］ 

(15－２) 外国新投資口予約権の内容 

［略］ 

(15－２) 外国投資口予約権の内容 

［同左］ 

［⒃～(40) 略］ ［⒃～(40) 同左］ 

(41) 純資産等の推移 

有価証券届出書提出日の直近日、同日前１年以内における各月末及び直近10計算期間（６月を１計

算期間とする外国投資法人にあっては、20計算期間）の各計算期間末について、外国投資法人の総資

産額、純資産総額及び外国投資証券１単位当たりの純資産額を記載すること。この場合において、各

月末又は各計算期間末に配当（分配）が行われているときは、配当（分配）付及び配当（分配）落の

額を記載すること。なお、やむを得ない事情により各月末について記載することができない場合に

は、その旨及び理由を記載すること。 

また、当該外国投資証券が金融商品取引所に上場されている場合には、金融商品取引所の市場相場

及び当該金融商品取引所の名称を付記すること。 

(41) 純資産等の推移 

有価証券届出書提出日の直近日、同日前１年以内における各月末及び直近10計算期間（６月を１計

算期間とする外国投資法人にあっては、20計算期間）の各計算期間末について、外国投資法人の総資

産額、純資産総額及び外国投資証券１単位当たりの純資産額を記載すること。この場合において、各

月末又は各計算期間末に配当（分配）が行われているときは、配当（分配）付及び配当（分配）落の

額を記載すること。なお、やむを得ない事情により各月末について記載することができない場合に

は、その旨及び理由を記載すること。また、当該外国投資証券が金融商品取引所に上場されている場

合には、金融商品取引所の市場相場及び当該金融商品取引所の名称を付記すること。 

また、当該外国投資証券が金融商品取引所に上場されている場合には、金融商品取引所の市場相場

及び当該金融商品取引所の名称を付記すること。 

［(42)～(85) 略］ ［(42)～(85) 同左］ 

  

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の名称】                              

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の金額】⑶                             

【縦覧に供する場所】           名称 

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】⑵                           

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の名称】                              

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の金額】⑶                             

【縦覧に供する場所】           名称 
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（所在地） （所在地） 

第一部【証券情報】 

第１【（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）】 

［１～14 略］ 

15【（特定）社債管理者又は（特定）社債の管理会社】(８－２) 

［16～28 略］ 

第一部【証券情報】 

第１【（特定）社債（（特定）短期社債を除く。）】 

［１～14 同左］ 

15【（特定）社債管理者又は（特定）社債の管理会社】 

［16～28 同左］ 

［第２～第５ 略］ ［第２～第５ 同左］ 

［第二部・第三部 略］ ［第二部・第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑻ 略］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑻ 同左］ 

(８－２) （特定）社債管理者又は（特定）社債の管理会社 

（特定）社債管理者又は（特定）社債の管理会社（以下(８－２)において「（特定）社債管理者

等」という。）の名称及び住所並びに委託の条件（（特定）社債管理者等に支払う手数料等。以下

（８－２）において同じ。）を記載すること。また、（特定）社債管理補助者を設置する場合には、

（特定）社債管理補助者の氏名又は名称、住所及び（特定）社債管理補助者である旨並びに委託の条

件を記載すること。 

［加える。］ 

［⑼～(42) 略］ ［⑼～(42) 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 


